
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  個人事業者が親族に支払う地代家賃等            

Ｑ：個人事業者ですが、親族に地代家賃を

払う場合は、経費になる場合とならない場合

とがあると聞きました。どのようになってい

るのですか？                                       

                                              

Ａ：次のようになっています。  

【解説】  

所得税では、親族に支払う地代家賃等の取

り扱いは、生計が一かどうかによって次のよ

うに取り扱われることとなっています。  

生計を一にするとは、日常の生活の資を共

にすることをいいます。  

会社員、公務員などが勤務の都合により家

族と別居している又は親族が修学、療養など

のために別居している場合でも、①生活費、

学資金又は療養費などを常に送金していると

きや、②日常の起居を共にしていない親族が、

勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起

居を共にしているときは、「生計を一にする」

ものとして取扱われます。  

 ①必要経費になる場合  

  事業主と生計を一にしていない親族に支払

った賃料は必要経費になります。また、親

族が受け取った賃料は親族の不動産所得の

収入金額になります。  

 ②必要経費にならない場合  

  事業主と生計を一にしている親族に支払っ

た賃料は必要経費にならないとともに、賃

料を受け取った親族の収入金額にもなりま

せん。ただし、親族が所有する建物等の固

定資産税や減価償却費等の費用のうち事業

部分は必要経費になります。  
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